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徳島県都市計画審議会第１０回常務委員会議事進行順序

１ 開会

２ 報告 委員の異動について（根本委員、須見委員）

３ 会議録署名者の指名

４ 議題

議常第１２号 産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物の
敷地の位置について（建築基準法第51条に関する件）（鳴門市）

議常第１３号 産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物の
敷地の位置について（建築基準法第51条に関する件）（徳島市）

５ 閉会



議 題

次のように付議されました。

令和元年７月２日
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（議常第１２号）

産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置について

名 称 位 置 敷地面積 処理能力

産業廃棄物処理施設 鳴門市大麻町桧字丸山44－1 2,513.76㎡ 下記のとおり

の一部

（市街化調整区域）

破砕施設（がれき類）

５０４ｔ/日（８時間） ６３ｔ/時間

「区域は位置図表示のとおり」

理由

建築物の解体工事等において発生するコンクリート殻を破砕し、道路工事の路盤

材、造成工事の盛土材として利用する「再生砕石」を製造するために必要な破砕機

を設置するもの。



１．申請者
　　　板野郡北島町鯛浜字西ノ須５１－１１７
　　　株式会社尾形建築　代表取締役　尾形正明

２．施設の概要

区域区分

３．申請理由

　　破砕施設
　　　　　　・　　がれき類　　　　５０４ｔ／日

処理能力

下記のとおり

廃棄物処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置について
（建築基準法第５１条に関する件）

　建築解体工事で発生した「がれき類（コンクリート殻）」を破砕し、「再生砕石」として利用する
ために必要で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で許可が必要となる規模の中間処理施設
（破砕施設）を新設するもの。

名　　称

産業廃棄物処理施設

申　請　地

鳴門市大麻町桧字
丸山４４番１の一部

敷地面積

2,513.76㎡
東部都市計画区域内
市街化調整区域
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（議常第１３号）

産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置について

名 称 位 置 敷地面積 備考

産業廃棄物処理施設 徳島市不動本町3丁目 [現在] 1,113.28㎡

及び一般廃棄物処理 1647-1、1647-2、 ↓

施設 1654-1の一部 [計画] 1,957.01㎡

（市街化調整区域）

「区域は位置図表示のとおり」

理由

近年、創業時には想定していなかった急速な超高齢社会に突入することとなり、

医療・福祉施設などの事業者から排出される医療系廃棄物も比例して増加している

現状に対応するため、敷地を拡張し、廃棄物の受け入れなどを行う倉庫を増築する

もの。
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廃棄物処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置について 

（建築基準法第５１条に関する件） 

 

 

 

１ 申請者  

徳島市不動東町３丁目 902 番地の２ 

   岸 小三郎（四国メディカルトリートメントセンター） 

 

２ 施設の概要 

名  称 申 請 地 敷地面積 

産業廃棄物処理施設 

及び 

一般廃棄物処理施設 

徳島市不動本町３丁目 

1647 番１、1647 番 2、 

1654 番１の一部 

[現在] 1,113.28 ㎡ 

 

[計画] 1,957.01 ㎡ 

 

３ 申請理由 

  近年、創業時には想定していなかった急速な超高齢社会に突入することと

なり、医療・福祉施設などの事業者から排出される医療系廃棄物も比例して

増加している現状に対応するため敷地を拡張し、廃棄物の受け入れなどを行

う倉庫を増築するもの。 

⇒
 





飯　尾　川

Ｎ

位　置　図

不動中学校

現在の利用敷地

拡張予定の敷地

増築予定建築物

[凡 例]
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